
 

 

 

 

 

 

 

 

◆12月以降は通常制度による支給となります 

雇用調整助成金の支給上限額引上げや助成率引上げ、

提出書類の簡素化等の特例措置が、有効求人倍率の回

復等を理由に終了し、令和４年 12 月以降、通常制度

による支給となります。そのため、１日あたり支給上

限額は一律 8,355円となります。 

◆特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設け

られます 

ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和５

年１月 31 日まで１日あたり支給上限額を 9,000 円と

する経過措置が設けられます。 

助成率も、令和３年１月８日以降解雇等を行っていな

い場合は 10分の９（大企業は３分の２）となります。 

◆令和５年２月以降はどうなる？ 

原則どおりの扱いとなりますが、クーリング期間制度

が適用されずに再度の申請ができたり、申請書類が簡

素化されたりする等の措置が、令和４年 12 月から令

和５年３月の間、講じられます。しかしながら、これ

まで新型コロナ特例を利用せず、令和４年 12 月以降

新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置

ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の

要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。 

◆令和４年 12 月から新たにコロナを理由として雇用

調整助成金を申請する場合の要件緩和 

その場合でも、令和４年 12 月１日から令和５年３月

31日までの間、支給要件が一部緩和されます。具体的

には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓

練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業

相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対

象とした短時間休業も助成対象となります。 

【厚生労働省「令和４年 12 月以降の雇用調整助成金

の特例措置（コロナ特例）の経過措置について）」PDF】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00100809

8.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和５年１月から新様式へ 

協会けんぽが、令和５年１月以降の各種申請書（届出

書）の新様式を公表しています。よりわかりやすく、

より記入しやすく、より迅速な給付等を目的に、次の

ような変更が行われています。 

○文字の読み取り精度向上のため、マス目化した記入

欄を増加 

○記入しやすいように、記述式の部分を選択式に変更 

 新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロ

ードが可能です。協会けんぽ都道府県支部へ郵送を

依頼しても入手できます。また、ホームページでは

今回の様式変更に関するリーフレットも公表され

ています。 なお、令和５年１月以降も旧様式を使

用することはできますが、この場合は事務処理等に

時間を要することがあるとしています。 

◆変更となる主な様式 

 【健康保険給付関係】 

・傷病手当金支給申請書・療養費支給申請書 

・限度額適用認定申請書・高額療養費支給申請書 

・出産手当金支給申請書・埋葬料（費）支給申請書 

【被保険者証等再交付関係】 

・被保険者証再交付申請書 

・高齢受給者証再交付申請書 

【協会けんぽ「申請書の様式変更について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/ 
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令和５年１月から協会けんぽの 

     様式が変更されます 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

雇用調整助成金の特例措置が終了します 


